
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

３０６ 爪白癬に対するルリコナゾール外用液等複数の爪白癬治療剤又は抗

真菌剤の併用投与について 

 

《令和６年９月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

爪白癬に対する次の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の併用投与は、原則として

認められない。 

⑴ ルリコナゾール外用液（ルコナック爪外用液）とイトラコナゾール（イ

トラコナゾール錠等） 

⑵ ルリコナゾール外用液（ルコナック爪外用液）とホスラブコナゾールＬ

ーリシンエタノール付加物カプセル（ネイリンカプセル） 

⑶ ルリコナゾール外用液（ルコナック爪外用液）とエフィナコナゾール外

用液（クレナフィン爪外用液） 

⑷ イトラコナゾール（イトラコナゾール錠等）とエフィナコナゾール外用

液（クレナフィン爪外用液） 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

上記⑴から⑷の爪白癬治療剤又は抗真菌剤は、添付文書の作用機序に「真菌

細胞膜の構成成分であるエルゴステロールの合成を阻害することにより、抗

真菌作用を示す」旨記載されており、いずれの医薬品であっても作用機序は同

様と考えられる。 

爪白癬の治療として、内服療法（イトラコナゾール錠、ネイリンカプセル等）

や外用療法（ルコナック外用液、エフィナコナゾール外用液等）は有用である

が、作用機序が同じ爪白癬治療剤又は抗真菌剤を併用投与することの有用性

は低いと考えられる。 

以上のことから、爪白癬に対する上記⑴から⑷の爪白癬治療剤又は抗真菌

剤の併用投与は、原則として認められないと判断した。 
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